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明
治
初
年
の
民
法
草
案

1
特
に
プ
ス
ヶ
案
と
畳
し
き
噺
片
に
就
い
て
ー

手

塚

豊

　
　
　
醤
　
　
次

纈
　
は
し
ガ
き

昌
奮
暴
阪
碧
民
蓬
集

　
一
　
観
度
局
の
掌
案

二
　
左
院
の
草
案

　
三
．
江
藤
司
法
卿
時
禽
の
司
法
省
案

　
四
　
大
木
司
強
卿
時
代
の
司
法
省
案

一
昌
。
萌
一
法
寮
（
耳
案
と
プ
ス
ケ
案

　
一
　
明
法
寮
の
民
法
編
纂
と
草
案

　
二
9
プ
ス
ケ
案
と
轟
鼎
し
き
噺
片

は
し
が
き

ポ
ア
ソ
ナ
量
ト
が
生
涯
の
事
業
と
し
て
完
成
せ
る
門
奮
繋
法
」
は
、
明
治
法
典
雫
議
の
結
果
と
し
て
途
に
施
行
さ
れ
な
か
つ
駕
ボ
、
一
』
明

　
　
　
舅
治
初
年
の
民
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
菖
四
三
）



　
　
　
　
朋
治
初
年
の
民
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
（
三
四
四
」

治
前
期
の
裁
判
に
「
書
か
れ
君
條
理
」
と
し
て
強
い
影
響
を
あ
忙
へ
、
ま
江
現
行
鍋
法
ら
編
纂
に
も
貴
重
な
基
礎
的
素
材
鴬
提
供
も
罫
と

云
ふ
鐵
に
お
ψ
て
、
明
治
立
法
史
上
も
つ
と
も
重
要
な
民
法
草
案
で
あ
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
多
言
を
要
し
な
い
。
否
、
　
「
奮
民
法
」
は
び

と
鷲
び
は
公
布
さ
れ
忙
も
の
故
、
嚴
密
な
意
味
に
お
い
て
は
草
案
と
云
ふ
よ
り
も
寧
ろ
第
一
次
B
本
民
法
典
と
轡
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
し
‘

か
し
、
こ
れ
に
さ
き
だ
略
、
明
治
政
府
が
編
纂
し
、
公
布
、
施
行
さ
れ
な
く
て
葬
ら
れ
t
数
種
の
民
法
草
案
が
存
在
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら

の
草
案
に
就
い
て
は
學
界
に
お
い
て
も
從
來
ほ
と
ん
ど
看
過
さ
れ
、
草
案
の
所
在
、
種
類
、
編
纂
過
程
を
紹
介
、
検
討
せ
る
論
考
は
、
数

隼
前
ま
で
全
く
存
七
な
い
と
云
つ
て
も
過
言
で
は
な
“
欲
況
で
あ
つ
江
。
我
が
法
律
警
界
に
お
け
る
明
治
法
制
史
研
究
の
貧
困
が
も
江
ら

せ
る
憲
し
夷
き
結
果
で
あ
つ
耽
と
云
へ
よ
う
。
し
か
る
に
最
近
数
年
來
、
松
山
経
專
教
投
星
野
通
氏
、
、
東
京
大
學
教
授
石
差
良
助
博
士

等
に
よ
り
、
数
種
の
草
案
類
が
紹
介
、
考
護
さ
れ
忙
こ
之
は
、
學
界
の
久
し
き
待
望
に
答
へ
君
も
の
で
あ
つ
江
側
（
註
一
）
私
も
そ
れ
ら
諸

先
輩
の
農
尾
に
附
し
て
、
数
年
前
に
若
干
の
草
案
を
公
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
（
琶
一
）
私
の
嚢
表
し
た
の
は
江
藤
司
法
卿
時
代
の
司
法
省

民
法
會
議
の
編
纂
と
考
へ
江
も
の
二
種
類
、
及
ぴ
司
法
省
御
雇
佛
蘭
酉
人
ブ
ズ
ケ
（
群
望
墓
馨
暮
）
起
草
案
の
臨
片
と
推
定
し
江
も
の
輔

種
類
で
あ
つ
江
。
前
者
の
中
の
一
つ
は
、
そ
の
後
、
石
井
博
士
に
よ
り
明
法
寮
案
と
指
摘
さ
れ
忙
大
法
典
の
輔
部
分
で
あ
る
こ
と
が
、
ほ

ぼ
判
明
し
忙
の
で
あ
る
が
、
私
が
ブ
ス
ヶ
案
と
推
定
し
鴛
断
片
に
關
し
て
は
、
さ
ら
に
そ
れ
を
解
明
す
る
新
資
料
の
嚢
見
も
な
く
、
從
つ

て
そ
れ
は
司
法
省
民
法
會
議
の
所
趨
な
の
か
、
或
は
明
法
寮
草
案
の
一
種
類
な
の
か
も
明
ら
か
で
な
い
。
私
が
本
稿
に
お
い
て
再
び
こ
の

翫
片
を
探
り
あ
げ
る
の
は
、
そ
れ
を
巡
る
私
の
考
謹
に
若
干
の
攣
化
が
生
じ
鶉
の
も
一
っ
の
理
由
で
は
あ
る
が
、
か
か
る
草
案
の
春
在
を

さ
ら
に
廣
く
示
し
、
そ
の
實
醗
を
究
明
す
べ
き
新
資
料
の
滋
現
を
期
待
す
る
が
鴛
め
に
ほ
か
陰
ら
な
い
。

（
註
一
）
　
星
野
蓮
氏
著
『
舅
治
民
法
編
纂
史
薇
究
」
（
昭
麹
＋
八
年
）
岡
氏
騎
舅
治
＋
一
隼
民
法
草
案
」
戸
松
幽
経
專
蘇
究
彙
報
第
十
一
號
、
昭
和
十
九

　
　
年
）
石
共
良
助
博
士
「
民
法
典
の
編
纂
」
（
國
家
學
界
雑
誌
昭
覇
＋
九
年
二
月
號
）
岡
博
士
「
左
院
の
民
法
草
案
（
一
）
（
二
と
戸
國
家
學
界
難



　
　
誌
昭
窟
二
十
一
年
一
月
號
V
六
“
月
號
）
餓
｝
参
照
。

　
　
　
ρ
㈲
、
小
早
川
欣
吾
敢
授
が
h
績
明
治
法
馴
叢
考
」
み
昭
和
＋
九
年
）
中
に
登
表
さ
れ
た
二
記
録
h
な
る
も
の
も
、
後
蓮
の
卯
く
開
治
立
法

　
　
史
皇
斡
と
婁
携
蚕
薯
鷺
馨
あ
づ
た
。

（
誰
二
）
拙
著
『
盟
治
初
年
の
民
法
編
纂
」
（
司
法
養
料
別
珊
第
二
十
一
號
、
昭
和
＋
九
年
）
滲
照
。
同
書
は
小
数
の
非
賓
品
と
し
て
限
ら
れ
た
範
園

　
　
　
に
頒
布
さ
れ
た
も
の
旭
あ
る
。

二
　
「
奮
民
法
」
以
前
の
民
法
草
案

　
ブ
ス
ヶ
案
と
畳
し
き
断
片
を
巡
る
諸
問
題
を
究
明
す
る
が
t
め
に
は
、
そ
の
前
後
に
編
纂
せ
ら
れ
仁
諸
草
案
類
の
状
況
を
知
ら
ね
ぱ
な

ら
な
い
。
女
に
現
在
ま
で
に
判
明
せ
る
「
奮
民
法
」
以
前
の
民
法
草
案
と
、
そ
れ
が
成
立
事
幣
を
概
読
し
よ
う
。

制
度
局
の
草
案

　
江
藩
薪
準
が
始
め
て
民
法
編
纂
事
業
を
開
始
し
江
の
が
、
明
治
三
年
制
度
局
で
あ
っ
湘
こ
と
は
、
銑
に
民
法
編
纂
史
の
諸
論
考
に
お
い

て
考
誰
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
，
る
が
、
當
詩
を
語
る
唯
一
の
文
献
で
あ
る
べ
き
箕
作
麟
鮮
談
話
も
極
め
て
簡
翠
で
あ
り
、
慰
局
に
お
い
て
果

し
て
草
案
が
作
成
さ
れ
江
か
否
か
も
、
從
來
、
は
不
明
と
さ
れ
て
ゐ
仁
。
し
か
し
、
昭
和
＋
九
年
二
月
、
石
井
博
士
に
よ
り
そ
の
所
藏
に
係

る
草
案
が
公
表
さ
れ
、
始
め
て
制
度
局
草
案
は
、
存
在
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
，
「
民
法
決
議
」
全
六
章
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ

實
に
我
國
最
初
の
民
法
草
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
條
文
が
附
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
約
八
市
ヶ
條
あ
渤
．
佛
蘭
西
民
法
人
事
篇
の
翻
集
を
主

と
し
、
若
干
の
補
訂
を
加
昧
し
江
も
の
で
あ
る
。
（
註
一
）
制
度
局
昆
法
會
議
の
串
席
者
に
關
し
、
星
野
通
氏
は
「
江
藤
南
白
」
偽
傳
の
肥
蓮

を
根
糠
と
し
て
．
「
営
時
制
度
局
に
は
（
中
略
）
森
有
禮
、
紳
田
孝
李
、
加
藤
弘
之
、
津
田
眞
道
、
田
中
不
二
麿
，
副
島
種
臣
、
藩
朋
癸
離
等
が

　
　
　
　
明
治
初
年
の
民
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
C
鵠
四
笈
）



　
　
　
　
窮
治
初
年
の
民
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
（
三
四
六
）

爾
仕
砂
で
ゐ
艦
の
で
あ
る
か
ら
、
同
局
居
法
會
議
も
恐
ら
く
此
等
の
人
蓮
に
よ
つ
て
行
は
れ
穏
も
の
」
と
推
定
さ
れ
鴨
二
と
が
あ
る
が
（
註

　
　
　
　
　
　
あ

亀
）
私
は
「
江
藤
南
白
」
傳
の
記
載
に
疑
問
を
有
し
沈
の
で
、
「
編
纂
會
議
の
關
係
者
略
他
に
有
力
な
僚
典
料
の
嶺
泉
さ
れ
る
ま
で
、
で
れ

に
關
ず
る
衛
定
を
控
へ
忙
い
」
と
述
べ
江
こ
と
が
あ
る
。
（
畦
¢
し
か
る
に
小
早
川
教
授
2
，
一
説
録
」
が
出
現
す
る
に
及
び
、
遣
般
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

清
は
相
嘗
明
ら
か
起
な
つ
牝
。
郎
ち
制
度
局
民
法
會
議
は
明
治
三
年
九
ガ
＋
八
日
以
後
三
八
の
日
を
會
議
日
と
し
、
翌
四
年
七
月
ま
で
行

は
れ
、
會
議
構
成
員
は
編
羽
美
静
、
紳
田
牽
亭
、
水
本
成
美
、
加
藤
弘
之
、
赤
松
則
良
、
杉
浦
譲
、
澁
澤
榮
一
、
箕
作
麟
詳
」
生
田
精
、

楠
旬
莫
世
う
元
田
直
、
長
谷
川
深
美
、
今
井
之
恭
、
蜷
川
式
胤
等
で
あ
σ
江
。
（
註
囲
）

　
　
（
融
一
）
　
石
勢
簿
士
前
鵜
「
民
法
典
の
編
纂
』
六
四
買
乃
童
七
四
真
参
照
。

　
　
（
鮭
二
ρ
　
星
野
教
擾
前
揚
『
窮
治
民
法
緬
纂
史
薪
究
」
一
〇
頁
墾
願
o

　
　
（
髄
三
）
　
拙
箸
樹
播
書
二
二
質
多
照
。

　
　
（
独
四
）
小
早
艀
教
擾
前
揚
書
二
一
一
頁
及
び
二
一
二
頁
参
照
。

二
　
左
院
の
草
案

　
左
院
は
明
治
四
年
七
月
二
十
九
日
の
太
政
官
制
改
定
に
よ
り
新
設
さ
れ
t
立
法
機
關
で
あ
勢
、
制
度
局
は
八
月
十
八
日
に
同
院
に
合
併

さ
れ
鴨
。
江
藤
は
始
め
は
左
院
一
等
議
官
に
縛
じ
、
つ
づ
い
て
副
議
長
に
就
任
す
る
や
、
民
法
會
議
を
左
院
に
移
む
て
そ
の
事
業
を
縫
績

し
鴛
。
’
左
院
の
編
纂
事
業
は
、
年
代
的
に
見
て
若
干
の
中
問
休
止
期
隠
を
隔
て
る
前
後
二
つ
の
期
間
に
分
か
れ
て
行
は
れ
江
も
の
と
、
私

は
考
へ
て
ゐ
江
。
（
聾
）
前
期
は
江
藤
が
左
院
副
議
長
と
し
で
．
翻
度
局
ぽ
う
穫
承
井
巴
る
民
法
會
議
を
主
催
せ
る
期
題
、
郭
ち
明
治
四
年
七

月
よ
り
翌
五
年
四
月
江
藤
の
司
法
獅
就
任
ま
で
で
あ
夢
，
そ
の
後
期
は
明
治
六
年
六
月
二
＋
四
a
、
左
院
が
職
割
敗
革
を
駈
行
し
て
「
岡

憲
、
民
法
ヲ
編
纂
ス
と
影
を
明
示
し
、
舞
法
裸
を
新
設
し
て
本
格
的
編
纂
事
業
を
羅
始
レ
て
よ
り
明
治
八
年
四
月
左
院
慶
止
ま
で
の
期



閥
で
あ
る
。
し
か
し
、
亀
何
れ
の
編
纂
婁
薬
も
そ
の
内
容
を
傅
へ
る
資
料
に
乏
し
く
、
況
ん
や
そ
の
成
果
に
關
し
て
は
全
く
不
明
と
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ

ゐ
鶉
。
し
か
る
に
そ
の
後
、
石
井
博
士
に
よ
り
貴
重
な
る
文
献
の
嚢
表
が
行
は
れ
、
左
院
草
案
の
内
容
は
か
な
り
明
白
と
な
つ
t
。
印
ち

左
院
に
お
い
て
は
江
藤
の
韓
出
後
も
、
そ
の
事
業
を
猫
自
の
立
場
よ
り
縫
績
し
て
ゐ
t
の
で
あ
り
、
從
つ
て
私
の
斯
謂
「
休
止
期
間
」
は

存在し

な
か
つ
仁
の
で
あ
る
。
明
澄
五
年
よ
り
同
七
年
に
亘
り
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
、
左
院
の
作
誠
せ
る
草
案
に
次
の
や
う
な
も
⑪
が

あ
る
●

　
イ
、
家
督
相
綾
法
並
購
逡
規
則
草
案
　
全
九
十
三
條
、
明
治
五
年
司
法
省
合
議
脆
稿
、
六
年
九
月
改
訂
完
成
。

　
ロ
、
・
養
子
法
草
案
，
全
十
條
、
明
治
六
年
後
卒
完
成
。

　
へ
後
見
人
規
則
車
案
　
全
三
＋
四
條
、
明
治
六
年
四
月
臆
稿
。

　
哺
一
、
後
見
人
親
期
草
案
（
確
定
案
）
　
全
ニ
ナ
一
條
、
明
治
七
年
一
月
完
成
。

　
ホ
、
憩
姻
法
掌
案
（
民
法
課
原
案
）
　
全
五
十
九
條
、
明
泊
六
年
脆
稿
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
れ
ら
の
草
案
類
を
～
石
井
博
士
は
内
閣
文
庫
の
「
編
纂
昆
法
」
及
び
東
京
大
學
法
學
部
研
究
室
藏
「
左
院
法
割
史
料
」
に
も
と
づ
き
、

全
交
を
嚢
表
さ
れ
忙
の
で
あ
る
。
（
謎
二
）
ま
江
、
博
士
は
こ
れ
等
草
案
の
材
料
と
し
て
作
ら
れ
乖
窺
國
奮
慣
調
査
書
が
多
数
存
在
す
る
、
一

と
を
報
沓
せ
ら
れ
、
左
院
草
案
の
特
色
と
し
て
「
我
が
国
有
法
、
所
謂
質
脅
法
、
習
俗
法
を
参
考
す
る
事
が
多
か
つ
鴛
」
鮎
を
指
摘
さ
れ

て
ゐ
る
。
戸
墜
ラ
江
だ
僅
し
む
ら
く
は
、
起
草
者
の
氏
名
は
知
る
べ
き
費
料
を
全
く
獣
く
も
の
の
や
う
で
あ
り
、
博
士
も
何
等
蓮
べ
ぢ
れ

て
ゐ
な
い
。

　
　
ψ
ま
試
み
に
、
明
治
五
年
よ
り
同
七
年
一
月
頃
二
亘
り
、
左
院
の
議
長
、
副
議
長
叉
は
議
官
と
し
て
在
識
せ
る
人
た
を
、
「
顕
要
職
務

補
仕
錬
」
か
ら
拾
ぴ
墨
げ
れ
ぽ
、
後
藤
象
二
郎
、
伊
丹
重
賢
、
伊
地
知
正
治
、
佐
々
木
高
行
、
谷
鐵
臣
、
酉
岡
趣
明
、
細
斑
篇
次
郎
、
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

井
駕
志
、
生
田
精
、
宮
島
誠
輔
郎
、
．
高
崎
五
六
、
松
岡
時
敏
、
本
多
親
雄
、
大
給
恒
．
高
崎
正
風
、
藤
澤
武
謙
．
丸
岡
莞
爾
、
中
井
弘
、

　
　
　
　
　
翼
治
初
年
み
民
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
（
三
四
七
）



　
　
　
　
鵜
明
治
初
』
年
の
民
法
“
畢
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
　
　
　
　
（
憲
圃
N
一
八
）

北
澤
正
誠
、
横
山
由
清
、
や
金
正
衡
、
淺
井
晴
交
、
長
森
敬
斐
、
律
田
信
弘
、
新
田
義
雄
、
壇
田
長
雄
、
安
川
繁
成
、
鈴
木
貫
軸
、
馬
屋

　
ん
マ

原
彰
、
海
江
田
信
義
等
の
三
十
人
を
数
へ
得
る
。
前
記
左
院
は
こ
れ
ら
の
人
々
の
内
、
一
何
人
か
の
手
に
成
る
も
の
と
見
て
よ
か
ら
う
。
ま

江
當
時
の
左
院
に
は
御
雇
外
人
必
し
て
ヂ
論
・
ブ
ス
ケ
（
ヒ
望
旨
O
富
二
窃
望
閃
豊
屡
曇
）
が
在
職
中
で
あ
つ
江
か
ら
、
披
も
何
等

か
の
顧
問
的
役
割
を
果
し
ね
の
で
は
な
が
ら
う
か
。
（
註
四
）

　
街
、
石
井
博
士
の
嚢
見
さ
れ
た
草
案
は
、
年
代
的
に
見
て
明
治
七
年
輔
月
ま
で
で
あ
る
が
、
明
治
六
年
に
ア
メ
リ
カ
よ
り
鰯
朝
せ
る
新

進
法
律
家
見
玉
淳
『
郎
が
、
左
院
御
屠
掛
と
し
て
招
聰
さ
れ
君
の
示
明
治
七
年
三
月
で
あ
塑
、
さ
ら
に
同
年
十
幅
月
八
日
に
は
「
鋼
法
昆

法
爲
取
調
出
席
可
致
旨
左
院
ヨ
リ
被
申
付
候
事
」
と
の
僻
令
を
受
け
て
ゐ
る
二
と
よ
夢
見
る
と
、
七
年
剛
月
以
降
も
引
綬
き
民
法
編
纂
事

業
が
行
は
れ
忙
も
Q
と
制
断
さ
れ
る
。
從
つ
て
さ
ら
に
各
種
の
草
案
が
作
ら
れ
仁
と
爲
ず
擁
定
も
、
，
充
分
成
罫
立
つ
で
あ
ら
う
。
新
史
料

の
出
現
を
切
望
し
て
止
ま
な
い
。

　
　
（
謎
一
）
拙
著
前
掲
書
二
三
頁
ー
二
九
頁
、
一
六
六
頁
…
一
六
八
頁
参
照
。
星
騒
教
授
前
掲
書
、
小
早
川
教
授
前
掲
書
共
に
、
こ
の
前
期
φ
説
明
は
あ

　
　
　
　
　
る
が
、
後
期
に
闇
レ
て
は
何
等
蓮
べ
て
ゐ
ら
む
な
い
。
し
か
し
、
本
丈
に
建
べ
る
如
く
篇
井
簿
士
護
表
の
左
院
草
案
は
、
後
期
に
嘗
る
蒔
代
の

　
　
　
　
　
所
産
が
大
部
分
を
占
め
て
居
り
、
左
暁
編
纂
事
業
と
し
て
は
、
前
期
よ
珍
寧
ろ
後
期
に
嘗
勧
時
代
の
方
が
、
重
要
性
を
有
す
る
こ
と
が
剣
朋
し

　
　
　
　
　
た
o

　
　
（
註
ニ
ノ
　
省
井
博
士
前
揚
「
左
院
φ
民
法
草
案
（
一
）
（
二
）
」
多
照
o

　
　
（
註
三
）
　
石
井
博
士
前
掲
（
一
）
二
七
頁
参
照
。

　
　
（
粧
四
）
　
ヂ
ユ
・
ブ
ス
ケ
は
開
治
四
年
十
一
月
一
臼
以
來
、
左
院
慶
止
ま
で
在
職
し
た
o
彼
の
事
蹟
に
就
量
詳
し
く
は
拙
稿
「
明
治
法
制
史
上
に
於
け

　
　
　
　
　
る
ヂ
ユ
・
プ
ス
ケ
と
プ
ス
ヶ
」
（
明
治
丈
化
、
昭
和
十
七
年
十
二
月
號
）
参
照
o

三
　
江
藤
司
法
卿
時
代
の
司
法
省
案



　
明
治
五
年
四
月
二
＋
五
日
、
江
藤
新
挙
は
菰
院
副
議
長
よ
り
韓
し
て
司
法
卿
に
就
任
し
江
。
江
藤
は
左
院
に
お
い
て
主
催
せ
る
斑
法
會

議
を
司
法
省
に
拶
し
、
そ
の
宿
望
で
あ
る
民
法
典
の
編
纂
を
糧
績
し
仁
の
で
あ
つ
江
。
こ
の
會
議
の
資
料
、
及
ぴ
草
案
と
し
て
現
左
ま
で

に
次
の
や
う
な
も
の
が
判
明
し
て
ゐ
ゐ
。

イ
　
民
法
假
法
則
（
確
定
案
）
雨
加
條
臼
全
六
條
、
身
分
護
書
全
八
＋
八
條

　
明
治
六
年
三
月
十
日
に
完
成
し
、
七
月
哨
日
よ
り
施
行
豫
定
の
と
こ
ろ
、
何
故
か
實
現
し
な
か
つ
江
草
案
で
あ
り
、
四
十
二
頁
⑳
小
冊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

子
の
印
刷
本
が
あ
る
。
小
早
川
敷
授
は
こ
の
印
刷
本
を
「
今
日
時
に
坊
間
に
相
賞
多
く
淺
存
せ
る
を
見
る
」
（
註
一
）
と
去
は
れ
て
ゐ
る

が
、
私
の
知
る
限
り
で
は
、
内
閣
文
庫
、
東
京
大
學
法
學
部
研
究
室
、
司
法
省
の
所
藏
本
と
、
小
早
川
教
授
の
紹
介
さ
れ
覧
も
の
（
京
都

大
學
藏
本
か
）
及
び
維
濟
丈
化
展
覧
會
出
晶
書
（
昭
和
十
五
年
、
所
藏
者
不
明
）
等
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
（
註
二
）
二
の
草
案
に
關
し
て

は
箕
伶
麟
藤
談
話
に
「
先
づ
身
分
誰
書
の
部
を
印
刷
に
し
ま
し
江
」
（
畦
ラ
と
あ
り
、
ま
に
明
治
六
年
五
月
、
「
新
聞
雑
誌
」
第
九
十
九
號

に
「
司
法
省
に
於
て
民
法
假
法
則
を
定
め
ら
れ
、
民
間
諸
掟
八
十
八
箇
條
を
掲
げ
江
る
書
冊
禺
版
に
相
炭
り
不
日
貴
澗
に
も
公
布
さ
洛
由

な
レ
」
『
と
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
そ
の
存
在
は
大
盟
推
定
さ
れ
て
ゐ
仁
の
で
あ
る
が
、
確
認
さ
れ
な
い
で
ゐ
鴛
と
二
ろ
、
昭
和
十
五
年
頃
、

堀
酉
節
刹
事
が
司
法
省
未
整
理
文
書
中
よ
り
嚢
見
さ
れ
、
始
め
て
硫
究
家
の
注
目
を
惹
い
仁
。
（
註
四
）
同
氏
は
そ
の
公
蓑
準
備
を
進
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

れ
鴬
が
、
何
故
か
實
現
せ
牽
、
そ
の
後
、
小
早
川
教
授
に
よ
り
前
述
の
如
確
「
坊
問
に
相
賞
多
く
麓
存
せ
る
」
も
の
と
し
て
、
僅
か
に
を

の
形
式
、
内
容
の
大
要
O
み
紹
介
さ
れ
忙
が
、
奎
文
の
嚢
表
は
昭
和
二
十
剛
年
、
こ
れ
ま
湘
石
井
博
士
に
よ
り
行
は
れ
江
の
で
あ
る
。
（
註

五
）口

・
箕
作
麟
藤
諜
佛
蘭
西
最
法
書
入
本

　
司
法
省
錘
法
會
議
が
、
箕
作
講
佛
晃
法
（
註
六
）
を
中
心
と
し
て
行
は
れ
t
二
と
猿
、
破
自
ら
語
つ
て
ゐ
る
の
で
衆
知
の
事
實
で
あ
る

　
　
　
　
明
治
霧
年
の
民
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
　
（
藁
四
九
）



　
　
　
　
輿
治
初
年
の
民
法
掌
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
　
　
（
三
五
〇
）

が
、
（
註
七
）
こ
の
叢
本
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ら
し
い
原
本
が
、
現
准
、
慶
慮
義
塾
圖
書
館
に
所
藏
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
課
本
は
大
學
甫
拠

嵩
版
の
木
版
本
に
て
、
訂
正
増
補
の
書
入
が
彩
し
く
な
さ
れ
て
居
り
、
且
つ
各
肝
に
年
月
日
の
記
載
が
散
見
し
で
ゐ
胤
の
で
、
次
の
や
フ

な
事
賓
を
知
り
得
る
。

　
a
、
蝿
法
食
議
に
お
い
で
は
、
箕
作
鐸
本
の
逐
條
的
審
議
を
行
ぴ
、
そ
れ
に
封
す
る
訂
正
加
燦
を
行
ふ
方
法
に
よ
り
第
一
次
原
案
を
編

　
　
成
せ
る
こ
と
。

　
b
、
明
澄
践
年
十
月
三
十
日
よ
り
翌
六
年
二
月
十
三
日
ま
で
、
前
後
約
十
同
の
會
議
に
て
佛
昆
法
第
三
十
田
僚
よ
り
第
百
壷
條
ま
で
の

　
　
審
議
が
絡
了
せ
る
こ
と
。
二
の
部
分
は
前
述
の
「
罠
法
假
法
則
」
八
十
八
ヶ
條
に
編
成
さ
れ
忙
も
の
に
該
賞
す
る
σ
從
つ
て
、
こ
の

　
　
部
分
の
訂
班
書
入
は
、
構
そ
の
第
一
次
原
案
に
當
る
わ
け
で
あ
る
。

　
¢
．
明
治
六
年
三
月
十
三
日
欲
り
會
議
を
再
開
し
、
五
月
三
十
日
ま
で
約
二
十
醐
同
の
會
議
に
よ
り
佛
民
法
第
百
戴
僚
ま
り
第
三
百
四

　
　
十
四
條
ま
で
の
審
議
が
絡
了
せ
る
こ
と
⑫
こ
の
會
議
に
於
け
る
認
本
の
訂
正
書
入
部
分
に
は
、
第
八
十
九
條
に
始
ま
り
第
戴
百
穴
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ

　
　
画
條
ま
で
の
新
條
交
数
が
、
克
明
に
附
さ
れ
て
ゐ
る
。
，
二
れ
は
前
記
「
昆
法
假
法
則
」
全
八
十
八
ヶ
條
の
絞
纂
が
進
め
ら
れ
渡
帰
Σ

　
　
を
表
明
し
て
ゐ
る
。

　
d
、
績
い
て
、
六
月
五
日
よ
り
七
月
三
日
濠
で
約
四
同
の
會
議
が
あ
り
、
佛
属
法
第
三
百
八
十
六
ヶ
條
ま
で
の
審
議
が
行
は
れ
忙
が
、

　
　
こ
の
部
分
の
書
入
は
極
め
て
簡
軍
で
あ
ゆ
、
且
つ
断
片
的
に
な
つ
て
ゐ
る
。
勿
論
、
新
條
文
数
を
附
す
る
程
度
に
ま
で
纒
め
ら
れ
て

　
　
は
ゐ
な
い
。
江
藤
が
四
月
十
九
日
に
司
法
省
を
去
り
、
参
議
に
韓
出
し
江
の
で
、
司
法
管
斑
法
會
議
が
自
然
漕
滅
の
歌
態
に
立
ち
至

　
　
る
過
程
を
屠
示
せ
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
こ
の
書
入
鐸
本
を
基
礎
に
し
て
、
前
蓮
の
如
く
私
は
「
葺
法
假
法
則
」
八
＋
八
條
の
第
一
次
原
案
と
、
そ
れ
に
績
く
第
八
＋
九
條
よ
ウ



第
鼠
欝
六
十
四
條
ま
で
の
草
案
及
ぴ
さ
ら
に
若
干
の
未
整
理
部
分
の
條
文
を
、
そ
れ
ぞ
れ
佛
民
法
鐸
本
の
原
文
と
封
照
し
つ
、
、
昭
和
十

九
年
の
前
掲
拙
著
に
覆
刻
稜
表
し
忙
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
如
べ
、
こ
の
書
入
諄
本
は
司
法
省
民
法
會
議
に
關
す
る
貴
重
な
原
史
料
で
南
る
が
、
惜
し
む
ら
く
は
こ
れ
を
以
て
し
て
も
、
明

治
五
年
十
月
三
十
日
以
降
の
事
清
の
み
し
か
判
明
せ
す
、
同
年
四
母
江
藤
の
司
法
卿
就
任
後
、
十
月
三
十
巳
に
至
る
期
間
の
愈
議
献
況

ば
、
遺
憾
な
が
ら
全
く
知
る
こ
と
が
出
來
な
い
の
で
あ
る
噂

ハ
　
「
民
法
假
法
則
」
稿
本
二
通

　
明
治
六
年
三
月
の
確
定
案
「
民
法
假
法
則
」
八
＋
八
條
の
第
一
次
原
案
が
、
佛
民
法
課
本
の
訂
正
増
補
の
形
式
で
存
在
ず
る
こ
煮
は
、

前
述
ぜ
る
通
り
で
あ
る
ガ
、
こ
の
二
通
の
稿
本
は
、
そ
⑳
第
叫
次
原
案
を
更
に
推
敲
し
條
丈
に
纒
め
牝
も
の
で
、
云
は
ぱ
第
二
次
案
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

三
次
案
と
見
ら
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
の
輔
通
は
（
以
下
甲
案
と
假
欝
す
る
）
司
法
省
罫
紙
二
十
七
枚
に
筆
篤
さ
れ
、
朱
書
を
以
．

て
霧
し
く
訂
覧
寮
湘
へ
ら
れ
て
居
り
、
條
数
は
八
十
八
條
あ
る
が
、
そ
の
内
五
十
三
條
よ
り
六
十
七
條
迄
及
び
七
十
八
條
よ
り
八
十
五
條

ま
で
が
何
故
か
脆
漏
し
て
ゐ
苓
－
他
の
一
通
は
（
以
下
乙
案
ど
假
構
す
る
）
司
法
省
罫
紙
一
一
宰
九
枚
に
筆
爲
さ
れ
、
條
数
は
八
十
八
傑
完

備
し
、
数
ケ
斯
墨
書
及
び
朱
書
の
訂
正
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
爾
者
の
内
容
を
封
照
、
桧
討
す
る
に
、
甲
案
の
朱
書
訂
正
の
文
案
セ
浮
書
せ

る
も
の
が
、
大
盟
に
お
い
て
乙
案
で
あ
る
が
、
甲
案
は
再
度
の
訂
正
を
加
へ
t
も
の
ら
し
い
。
郎
ち
甲
案
の
墨
書
の
部
分
を
或
る
程
慶
朱

書
に
て
修
正
、
そ
れ
を
乙
旦
墨
書
で
浮
書
し
た
も
の
が
乙
案
で
あ
る
。
し
か
も
乙
案
に
は
、
そ
の
表
紙
に
「
卿
」
の
文
字
が
大
き
く
朱
書

さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
へ
て
、
乙
案
審
議
の
途
中
に
て
、
回
旦
浮
書
の
上
、
江
藤
に
提
出
さ
れ
鴨
案
文
で
あ
る
と
察
せ
ら
れ
る
ρ

さ
ら
に
乙
案
な
、
若
干
修
正
さ
れ
そ
の
訂
正
の
大
部
分
は
甲
案
に
も
朱
書
さ
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
甲
案
に
は
第
剛
枚
目
に
「
三
月
八
日

決
」
コ
一
月
廿
日
決
定
」
の
朱
書
が
あ
り
、
．
乙
案
に
は
第
七
＋
七
條
の
箇
所
に
、
「
右
九
ケ
條
明
治
六
年
二
月
十
五
日
會
議
昌
テ
決
定
ス
」

　
　
　
　
　
明
治
裡
年
の
民
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
（
三
五
」
）



　
　
　
　
明
治
初
年
の
民
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
　
（
三
五
二
）

と
O
墨
書
が
あ
る
。
ま
江
、
甲
案
（
）
表
紙
は
一
，
身
分
護
書
法
則
」
の
墨
書
が
朱
書
に
て
「
身
分
誰
書
」
を
漕
し
，
州
，
民
法
假
」
と
訂
正
さ
れ

て
ゐ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
【
、
民
法
假
法
則
」
は
始
め
「
身
分
誰
書
法
則
」
と
題
さ
れ
君
二
と
が
判
明
す
る
。

　
二
の
二
通
O
稿
本
は
、
慶
磨
義
塾
圖
書
館
に
所
藏
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
全
文
は
ま
だ
費
表
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
爾
者
共
、
訂
正
部
分
が
余
り

に
も
錯
雑
し
て
ゐ
る
の
で
、
印
刷
に
よ
る
覆
刻
は
困
難
で
あ
ら
う
。

昌
　
「
昆
法
ロ
授
」
稿
本

　
昭
和
十
五
年
、
堀
丙
節
制
事
に
よ
り
、
司
法
省
未
整
理
所
藏
書
中
か
ら
見
潤
さ
れ
鴛
も
の
で
、
琵
法
會
議
の
詳
細
な
議
事
録
と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
私
は
未
見
の
交
献
で
あ
る
。
同
書
類
は
、
爽
見
直
後
よ
り
「
司
法
資
料
」
と
し
て
刊
行
の
豫
窟
と
聞
い
て
ゐ
忙
が
、
逡
憾
な

が
ら
實
現
し
て
み
な
い
。
明
治
法
制
史
の
貴
重
資
料
と
し
て
、
本
書
の
公
刊
を
希
望
す
る
者
は
、
私
ひ
と
抄
で
は
な
か
ら
う
っ
（
謡
八
）

　
司
法
省
民
法
會
議
に
關
し
て
現
在
ま
で
に
判
明
せ
る
文
献
は
、
上
述
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
次
に
民
法
會
議
を
巡
る
若
干
の
間
題
に
就

い
て
私
見
を
遠
ぺ
仁
い
。

　
明
治
六
年
噌
月
、
江
藤
が
執
筆
せ
る
「
司
法
卿
を
欝
す
る
の
表
」
に
「
民
法
草
案
D
儀
は
、
殆
ど
、
三
度
迄
押
返
し
取
調
候
次
第
に
て

此
節
は
、
御
雇
佛
人
罰
、
ジ
ブ
累
ケ
を
参
合
の
助
と
し
、
裁
判
事
務
、
警
保
事
務
、
其
外
、
魔
際
上
を
目
的
と
し
、
編
岡
大
酬
、
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

本
樒
大
判
事
、
玉
乃
櫨
大
判
事
、
細
川
中
議
官
、
楠
田
明
法
棲
頭
、
島
奉
警
搬
頭
、
得
能
櫃
大
検
事
と
會
議
仕
り
、
巳
に
昆
生
誼
書
の
草

案
丈
は
．
無
織
出
架
の
筈
に
相
成
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
∂
入
々
が
民
法
會
議
の
参
加
者
で
あ
つ
忙
も
の
と
從
來
ば
考
へ
ら
れ

て
來
忙
。
（
融
九
）
レ
か
る
に
・
小
阜
川
敏
梗
凌
表
の
前
掲
「
M
記
録
」
は
、
次
の
如
く
凋
ゆ
人
犠
を
禍
げ
、
且
つ
昆
法
會
議
に
二
種
類
あ

つ
た
旨
を
示
し
て
ゐ
る
。
（
翻
＋
）

　
　
明
治
五
年
五
月
司
法
卿
江
藤
新
挙
、
裁
制
禦
務
ヲ
更
新
セ
ン
ト
シ
、
議
長
後
藤
象
次
郎
ト
協
議
シ
、
本
會
（
註
、
民
法
會
議
）
ヲ
司



法
省
昌
移
ス
。
議
官
ヨ
リ
禺
席
ス
ル
者
、
細
川
潤
次
郎
、
生
田
精
、
永
井
街
志
、
判
事
ヨ
リ
出
席
ス
ル
者
、
’
楠
田
英
低
、
西
成
度
、
鷲

津
宣
光
、
大
草
孝
暢
、
小
原
重
箭
等
ノ
数
人
ナ
リ
。
（
中
略
）

　
　
明
治
六
年
二
男
司
法
省
昌
於
テ
民
法
訴
訟
法
會
議
暴
ル
。
別
二
民
法
實
際
會
議
ヲ
起
シ
、
司
法
卿
議
長
ト
ナ
リ
、
身
上
誰
書
ノ
部
（
手

塚
註
、
民
怯
假
法
則
）
ノ
ミ
活
版
成
ル
。

　
こ
の
記
録
に
も
と
づ
く
小
早
川
教
授
の
考
誰
は
、
必
す
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
次
の
如
き
も
の
と
思
は
れ
る
。
印
ち
、
箕
作
課
佛
踊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

法
を
基
礎
に
し
て
審
議
を
行
へ
る
「
民
法
會
議
」
と
、
■
そ
の
原
案
を
更
に
實
際
化
し
、
施
行
案
を
作
成
せ
る
「
民
法
實
際
會
議
」
と
が
あ

り
、
「
一
記
録
」
0
傳
へ
る
人
名
は
前
者
の
構
成
員
に
し
て
、
「
江
藤
欝
表
」
の
人
名
は
後
者
の
構
成
員
で
あ
つ
鴨
も
の
と
制
断
さ
れ
る
や

う
で
あ
る
。
勿
論
、
　
「
民
法
假
法
則
」
ば
「
属
法
實
際
會
議
」
の
所
産
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
バ
註
＋
一
y
私
も
民
法
會
議
り
』
、
箕
作
課

本
セ
容
穣
す
る
場
合
と
、
そ
れ
に
よ
ゆ
得
ら
れ
忙
原
案
を
ざ
ら
に
討
議
決
定
す
る
場
合
と
、
二
様
式
の
會
議
が
あ
っ
江
と
す
る
読
に
は
同

意
を
惜
し
ま
な
い
。
何
と
星
れ
ぱ
、
、
前
掲
「
民
法
慨
法
則
」
稿
本
中
に
散
冷
す
弓
日
附
「
二
丹
＋
五
日
」
コ
噂
月
二
十
日
」
「
三
月
八
旧
」

が
、
策
醐
次
原
案
完
成
日
で
あ
る
二
月
十
三
日
と
、
第
八
十
九
條
よ
り
の
審
議
開
始
日
で
あ
る
三
月
十
三
日
と
の
全
く
中
問
に
鴬
る
こ
と

は
次
の
事
實
を
物
語
る
か
ら
で
あ
る
。
朗
も
、
二
月
十
三
日
の
第
増
次
原
案
完
成
後
、
災
法
會
議
は
箕
作
課
本
の
審
議
を
輔
時
打
切
り
、

　
　
　
　
　
メ
ロ

今
度
は
そ
の
第
醐
次
原
案
の
審
査
、
修
正
に
着
手
曳
佛
蘭
西
民
法
に
は
存
し
な
い
若
干
の
規
定
（
例
へ
ば
、
皇
族
身
分
誰
書
、
布
告
前

．
一
身
分
謹
書
ヲ
取
立
テ
ル
事
等
。
ー
第
｝
次
案
に
ね
存
在
し
な
い
）
髪
附
加
し
一
，
．
八
十
八
ケ
條
に
纒
凌
第
二
次
案
、
第
三
次
案
と
幾

慶
か
修
正
老
重
ね
て
、
三
月
十
日
確
定
案
決
定
す
る
や
、
同
月
十
三
日
よ
り
再
慶
箕
作
鐸
本
り
審
議
に
蹄
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
コ
記
録
」
O
コ
百
罵
法
（
中
略
）
會
議
畢
ル
」
と
云
ふ
の
は
、
二
月
十
三
日
の
箕
作
諜
本
の
審
議
中
止
を
示
し
、
　
矧
、
別
晶
艮
法
實
際

會
議
ヲ
起
シ
」
と
云
ふ
の
は
、
第
輔
次
原
案
の
審
査
會
議
を
指
ず
も
の
外
、
、
こ
の
會
議
に
は
江
藤
自
か
ら
出
席
し
忙
の
で
あ
ら
．
％
し
か

　
　
　
　
朋
漕
初
年
の
民
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
　
　
（
三
五
三
4



　
　
　
　
闘
治
初
年
の
民
法
掌
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
（
三
五
四
）

し
、
　
「
昆
法
會
議
」
と
「
罠
法
實
際
會
議
」
と
が
、
果
し
て
そ
の
構
成
員
を
ほ
と
ん
ど
異
に
す
る
別
個
の
會
議
で
あ
つ
江
か
否
か
。
，
若
し

さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
艮
法
費
際
會
議
」
開
催
甲
（
二
月
十
四
日
↓
三
月
十
二
臼
）
「
民
法
會
議
」
は
何
故
休
止
し
璽
耐
れ
ば
な
ら
な

　
二
～

か
っ
江
か
刃
殊
に
脚
、
江
藤
辮
表
」
に
掲
げ
ら
れ
t
人
名
が
、
二
月
十
四
日
以
降
の
「
民
法
實
際
會
議
」
の
樽
成
員
と
見
る
こ
と
は
、
同
丈

書
の
日
附
が
U
月
二
十
四
風
で
あ
る
こ
と
よ
か
許
さ
れ
な
恥
。
し
か
ら
ぱ
、
二
つ
の
有
力
な
文
献
が
傅
へ
る
會
議
参
加
者
の
氏
名
の
根
異

は
、
如
何
に
解
す
べ
き
か
．
前
掲
「
民
法
ロ
授
」
の
全
文
の
公
表
が
行
は
れ
t
な
ら
ぱ
、
こ
れ
ら
の
疑
問
ぱ
或
る
程
度
ま
で
解
か
れ
る
で

あ
ぢ
シ
萸
こ
こ
で
私
塗
慮
次
の
や
う
な
推
定
を
試
み
忙
い
と
思
ふ
。

　
そ
も
そ
も
左
院
は
「
議
員
諸
立
法
ノ
事
ヲ
議
ス
ル
所
」
（
左
院
事
務
章
程
）
で
あ
り
、
民
法
編
纂
の
ご
と
き
も
當
然
そ
の
職
資
と
な
す

ぺ
書
で
あ
つ
牝
。
民
法
編
纂
を
從
楽
の
宿
願
と
し
叢
江
藤
は
、
司
法
卿
へ
醇
毘
後
、
民
法
會
議
を
司
法
省
べ
移
し
ね
が
、
左
院
へ
の
關
係

を
考
慮
し
、
同
會
議
へ
は
左
院
か
ら
も
議
官
を
参
翻
せ
し
め
、
司
法
省
側
の
委
員
と
合
盟
し
て
そ
の
事
業
髭
途
行
せ
し
め
湘
も
の
で
あ
ら

う
。
　
「
鳳
記
録
」
の
人
名
は
そ
れ
を
示
す
ー
（
謹
＋
二
）
明
治
六
年
九
月
、
左
院
昆
法
課
が
家
督
相
綾
法
並
鷺
遣
規
則
を
改
訂
し
、
左
院
事

務
緬
裁
後
藤
象
二
郎
へ
提
揖
せ
る
文
章
に
「
昨
壬
申
司
法
省
合
議
取
調
候
昆
法
議
草
中
、
家
督
相
績
溝
並
贈
遺
規
則
伺
叉
経
議
之
上
添
寵

仕
云
々
」
β
註
＋
三
）
と
あ
る
が
、
　
「
司
法
省
合
議
」
と
云
ふ
の
は
、
石
井
薄
士
が
解
せ
ら
れ
る
や
う
に
左
院
が
司
法
省
と
合
議
、
蓮
絡
し

て
作
成
し
鴨
と
敦
ふ
の
で
は
な
セ
、
前
蓮
の
ご
と
き
左
院
側
委
員
の
参
茄
せ
る
司
法
省
民
法
會
議
の
こ
と
を
意
陳
す
る
の
で
は
な
か
ら
う

か
。
惹
さ
ぞ
あ
毒
羨
、
壽
覆
整
霊
欝
濠
謹
、
霧
左
肇
肇
馨
杢
禦
糞
蓄
§
所
奪
象

鷺
と
云
は
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
左
院
、
司
法
省
合
鰹
の
民
法
會
議
は
飼
散
か
そ
の
後
僅
か
に
数
ヶ
月
で
中
絶
し
、
（
註
＋
瞬
4

明
治
五
年
＋
月
頃
、
（
盤
＋
五
）
今
度
な
主
と
し
て
司
法
省
測
委
員
の
み
に
よ
る
民
法
會
議
を
再
興
し
、
＋
月
三
＋
日
よ
り
箕
作
鐸
佛
民
法

の
逐
榛
審
議
を
開
始
し
沈
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
江
藤
僻
表
｝
の
人
名
は
、
こ
の
會
議
O
参
煎
者
を
示
す
。
　
（
左
院
よ
り
は
細
川
潤
次
部
購



官
が
参
蜘
す
る
の
み
）
而
し
て
翌
六
年
二
月
、
第
輔
次
原
案
が
完
成
し
、
該
草
案
審
査
の
「
艮
法
實
隠
會
議
」
，
が
開
催
せ
ら
れ
江
際
に

は
、
髄
時
「
民
法
會
議
塙
を
掌
止
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
全
部
若
し
く
は
大
部
分
参
加
し
鴬
も
の
で
あ
ら
う
。
（
駐
土
ハ
）

　
以
上
は
、
與
へ
ら
れ
鴛
史
料
を
矛
盾
な
く
理
解
せ
ん
が
江
め
、
私
の
試
み
た
一
つ
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
這
般
の
事
清
の
明

確
化
は
、
他
の
新
史
料
つ
綴
現
を
待
江
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。

　
次
に
、
石
井
博
士
は
「
蝿
法
假
法
則
」
の
原
案
を
、
簡
軍
に
ブ
ス
ヶ
猫
り
の
手
に
成
る
も
の
と
推
断
さ
れ
て
ゐ
る
が
（
註
＋
七
）
前
蓮
せ

る
薙
の
磐
よ
暑
奪
段
、
果
し
て
ど
ん
な
も
の
で
あ
ら
、
払
．
プ
ス
ケ
は
當
時
の
司
法
省
に
於
望
墜
の
礎
羅
毒
あ

り
、
原
案
整
理
の
中
心
人
物
で
は
あ
つ
鶉
ら
う
が
、
彼
の
み
で
原
案
を
作
成
し
江
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
、
ま
江
、
石
井
博
士
は
星
野
敏
梗
の

読
を
駁
七
、
民
洗
會
議
に
お
“
て
箕
作
の
「
佛
蘭
西
民
法
の
翻
課
が
論
議
の
中
心
に
な
つ
牝
こ
と
は
な
栖
で
あ
ら
う
。
・
蓋
し
彼
は
（
中
略
）
民
『

法
を
改
課
し
忙
課
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
彼
の
奮
謁
佛
蘭
西
昆
法
も
参
考
に
さ
れ
て
ゐ
た
去
々
」
（
融
＋
八
）
と
歎
は
れ
て
ゐ
る
。

し
か
し
、
星
野
教
授
は
翻
課
そ
の
も
の
が
論
議
さ
れ
仁
と
云
は
れ
る
の
で
は
な
く
「
箕
作
謬
フ
ラ
ン
ス
昆
法
が
編
纂
會
議
の
中
心
と
な
つ

忙
」
と
述
ぺ
ら
れ
ぢ
の
で
あ
り
（
註
＋
九
）
こ
の
推
定
は
決
し
て
誤
つ
て
ゐ
な
い
。
前
述
の
如
く
、
少
く
と
も
十
丹
三
十
日
以
降
の
會
議
ド

お
い
て
は
、
箕
作
謬
佛
鋭
法
こ
そ
、
「
参
考
に
さ
れ
て
ゐ
た
」
程
度
で
は
な
く
實
に
民
法
會
議
D
根
幹
む
な
す
も
の
で
あ
っ
お
。

（
註
一
）
　
小
皐
川
教
授
前
揚
書
二
七
三
頁
参
照
。

（
註
二
）
　
東
洋
経
済
新
報
牡
編
「
経
濟
丈
化
展
覧
禽
目
録
」
（
昭
翻
＋
五
年
）
三
六
頁
参
照
。

（
註
三
）
　
大
槻
丈
彦
氏
著
「
箕
作
麟
群
君
傳
」
一
〇
二
頁
多
照
o

（
註
四
）
拙
稿
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
案
以
前
の
民
法
草
案
」
（
三
田
法
學
創
刊
號
、
昭
篇
＋
三
年
）
に
お
い
て
、
私
は
そ
の
未
見
を
嘆
じ
た
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
星
野
教
授
も
．
ま
た
【
筆
者
は
現
在
こ
の
刊
本
摂
果
し
て
現
存
し
て
ゐ
る
か
獲
韻
鷺
ヂ
乙
（
前
揚
書
二
〇
頁
）
と
云
は
細
て
ゐ
た
。

（
註
五
）
　
石
芽
薄
．
士
前
禍
「
民
渋
典
の
編
纂
」
八
一
頁
以
下
参
照
o

　
　
　
明
治
初
年
の
民
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
　
　
　
（
三
五
五
）



（
註
六
）

（
註
七
）

（
謎
八
）

（
誰
九
）

（
髄
＋
、

（
註
＋
二
）

（
駐
＋
三
）

（
融
＋
四
）

（
註
＋
五
）

（
髄
＋
六
）

（
融
＋
七
）

（
髄
＋
八
）

（
駐
＋
九
）

胴
”
治
初
雄
・
の
一
氏
法
童
・
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
　
　
　
　
（
三
五
山
ハ
）

　
箕
作
の
佛
民
法
畿
灘
事
情
に
闘
し
て
は
、
拙
稿
「
佛
蘭
西
法
典
の
移
入
」
（
歴
史
と
蕊
活
、
昭
和
＋
八
年
十
一
月
號
）
参
照
。

　
大
槻
氏
前
娼
書
一
〇
二
頁
参
顛
Q

　
看
井
搏
士
龍
掲
「
民
法
典
の
編
纂
」
に
は
「
民
法
ロ
授
一
よ
り
若
干
の
引
招
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
（
八
O
頁
、
九
四
頁
等
参
照
）

　
酌
野
卑
介
氏
著
期
江
藤
南
白
」
下
瑠
一
一
頁
下
撫
著
前
鍋
書
三
四
頁
、
星
野
教
授
前
掲
書
二
四
頁
参
照
。

註
十
一
）
　
小
皐
川
教
鑑
剛
繍
碗
審
一
二
一
五
頁
、
　
二
一
六
頁
、
　
二
一
・
九
｝
貝
参
照
。

　
　
左
院
よ
珍
多
却
せ
る
細
川
、
虫
田
“
永
井
三
議
賞
は
恐
ら
く
そ
れ
以
前
の
左
院
民
法
會
議
の
参
加
者
で
あ
つ
た
ら
う
。

　
　
石
井
前
鍋
『
左
院
の
民
法
草
案
（
一
と
議
O
頁
参
照
。

　
　
司
怯
省
草
案
が
佛
法
模
倣
の
色
彩
濃
厚
な
る
に
反
し
つ
左
院
草
案
膝
全
て
我
潔
國
の
奮
習
慣
を
重
競
し
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
左
院
の
保

　
守
的
見
解
と
．
司
法
省
の
急
進
的
見
解
と
の
封
照
を
示
す
も
の
の
や
う
で
あ
る
が
、
合
慰
會
議
の
中
絶
は
こ
ん
な
斯
に
療
因
が
伏
在
す
る
か

　
も
知
れ
な
い
。

　
　
楠
田
英
世
の
官
歴
書
に
傳
は
る
「
民
法
會
議
出
席
可
有
之
亭
、
閉
治
五
年
＋
月
七
日
」
は
、
再
興
民
法
禽
議
が
、
そ
の
煩
開
か
れ
た
も
の

　
と
理
解
し
た
い
。

　
　
　
「
江
藤
辞
表
』
に
ぱ
箕
作
の
名
が
洩
れ
て
ゐ
る
が
、
彼
は
勿
論
滲
加
し
た
で
あ
ら
う
o

　
　
石
井
簿
士
前
掲
「
民
法
典
の
編
纂
」
七
力
頁
参
照
。

　
　
層
井
博
土
、
圃
前
八
O
頁
参
照
。

　
　
星
野
教
授
前
掲
書
二
三
頁
参
照
。

四
　
大
木
司
法
卿
時
代
の
司
法
省
案

江
藤
奇
法
卿
が
参
議
に
韓
、
出
後
、
明
治
六
年
†
月
二
＋
五
日
、
そ
つ
後
任
に
就
い
牝
ウ
は
大
木
喬
任
で
あ
つ
教
。
彼
の
指
導
下
に
編
纂

さ
れ
た
舞
法
草
案
は
所
謂
「
明
治
十
剛
年
襲
法
草
案
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
九
年
六
月
よ
り
同
十
一
年
四
月
ま
で
約
輔
年
十
ヶ
月
を
費

し
て
完
成
し
忙
も
の
で
あ
り
、
全
三
篇
十
八
巻
千
八
百
二
十
條
に
及
ぶ
大
法
典
で
あ
る
が
、
　
「
一
言
以
て
之
を
評
す
れ
ぼ
佛
園
法
典
と
蓮



庭
な
し
と
言
ふ
も
謎
言
に
非
ざ
る
」
敷
爲
民
法
で
あ
つ
t
。
（
駐
一
）
編
築
者
は
箕
作
麟
藤
、
牟
田
ロ
癒
羅
の
二
人
で
あ
る
、

　
昭
和
十
九
年
九
月
、
星
野
通
教
授
は
前
掲
「
明
治
十
一
年
鴻
法
草
案
」
に
お
い
て
、
第
輔
．
、
第
二
篇
の
全
部
と
第
三
篇
の
噸
部
を
覆
刻

さ
れ
鴬
。
第
三
篇
の
大
部
分
が
歓
け
て
ゐ
る
の
は
、
盛
本
と
し
て
使
用
さ
れ
仁
松
山
経
專
所
藏
本
は
、
第
三
篇
の
第
一
巻
、
第
二
巻
、
及

び
第
五
瑠
乃
至
第
十
八
巻
を
訣
く
刊
本
で
あ
る
が
爲
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
五
巻
乃
至
第
十
八
巻
を
含
む
十
岡
年
草
案
は
司
法
省
藏
書
中

に
存
雀
し
て
偽
る
こ
と
と
て
、
そ
れ
ら
が
何
等
か
の
形
で
明
ら
が
に
な
る
の
も
遠
い
こ
と
で
な
か
ら
う
ゆ
（
誰
二
）

　
　
（
融
一
）
清
浦
奈
吾
氏
著
「
明
治
法
制
史
』
五
八
四
頁
参
照
o

　
　
（
馳
二
）
　
星
野
教
授
は
前
掲
「
明
治
昆
法
編
纂
史
』
中
に
も
第
三
編
（
松
由
纏
專
本
）
は
嚢
表
さ
れ
て
ゐ
る
。
同
教
授
著
角
十
一
年
毘
法
竃
案
」
に
使

　
　
　
　
　
用
さ
払
た
蛋
本
中
、
第
一
、
第
二
篇
は
私
の
裁
本
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
刊
本
は
相
當
廣
も
世
問
に
流
布
す
る
や
う
畷
、
あ
る
が
，
第
三
編
の
全
巻

　
　
　
　
　
が
完
備
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
余
り
多
く
霧
在
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
慶
大
園
書
館
及
び
私
の
斯
擬
す
る
第
三
編
も
、
松
出
経
專
本
老
同

　
　
　
　
　
一
形
式
で
あ
η
、
．
訣
除
の
部
分
が
多
い
。
司
法
省
藏
本
に
も
第
五
巻
ー
ー
第
＋
八
巻
は
存
左
す
る
事
が
朋
か
懸
あ
る
が
、
・
（
司
法
省
調
査
部
利

　
　
　
　
　
漢
圏
書
目
録
、
一
四
六
一
頁
）
第
一
、
第
二
巻
が
存
す
る
や
否
や
、
遺
憾
な
が
ら
私
は
、
未
だ
調
査
の
機
禽
を
有
し
な
い
。

　
以
上
に
お
い
て
、
私
は
求
ア
ソ
ナ
ー
ド
案
以
前
の
民
漆
編
纂
事
業
と
そ
の
草
案
を
概
読
し
鳶
が
、
更
に
も
う
一
っ
明
法
寮
草
案
を
學
げ

ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
こ
の
草
案
は
從
前
よ
リ
ブ
ス
ヶ
起
草
案
と
考
へ
ら
れ
仁
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
私
が
本
稿
に
お
い
て
紹

介
せ
ん
と
す
る
「
ブ
ズ
ケ
案
と
畳
し
き
断
片
」
と
、
特
に
密
接
な
關
係
を
有
し
て
ゐ
る
。
從
つ
て
、
明
法
寮
の
編
纂
事
業
と
そ
の
草
案
に

就
い
て
は
、
明
に
項
を
改
め
、
詳
論
す
る
こ
と
に
し
忙
い
。

三
　
明
法
寮
軍
案
と
ブ
ス
ケ
案

朗
法
寮
の
民
法
編
纂
と
草
案

明
治
初
年
の
昆
法
草
案

一
五

（
三
五
七
》



　
　
　
　
明
治
初
年
の
鴇
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
界
　
　
　
（
三
五
八
）

明
法
寮
は
明
治
四
年
九
月
二
＋
七
日
、
司
法
省
内
に
設
け
ら
れ
を
6
で
、
そ
り
設
立
O
主
旨
は
次
の
司
法
省
穆
’
療
り
て
窺
ふ
こ
と

が
出
一
來
「
る
。
（
謡
一
）

　
　
司
法
省
伺
　
明
治
四
年
八
月
二
十
七
樹

　
法
律
ハ
西
洋
各
國
ラ
プ
モ
學
科
中
尊
門
ノ
一
大
業
昌
シ
テ
頴
敏
ノ
才
ト
錐
モ
訴
訟
ノ
方
法
刑
名
ノ
穫
衡
ヲ
明
ニ
セ
サ
レ
ハ
司
法
ノ
任
二

　
當
ル
能
ハ
ス
今
般
御
政
燈
御
攣
茎
相
成
候
上
ハ
司
法
ノ
官
モ
諸
方
二
分
畳
セ
ラ
ル
ヘ
ク
法
律
ノ
人
材
許
多
無
之
テ
ハ
御
用
忽
チ
差
シ
支

　
へ
候
簡
本
省
昌
焚
テ
ハ
法
律
育
方
ノ
道
即
今
垂
懸
ノ
件
唱
候
依
之
明
法
寮
ヲ
建
サ
セ
ラ
レ
法
律
有
志
ノ
生
徒
ヲ
集
メ
其
成
業
ヲ
責
メ
追

毒
撃
以
藷
方
券
婆
ル
ノ
蒙
姦
獲
不
餐
本
箏
事
覇
嚢
作
旨
繋
立
象
穫
麗
麟
嚢
奉
纏
也

　
凱
ち
、
明
法
寮
設
置
當
初
の
日
的
は
、
法
律
家
を
養
成
し
、
司
法
省
の
需
要
に
充
て
ん
と
す
る
に
あ
つ
黒
。
し
か
る
に
、
江
藤
の
司
法

卿
就
獲
、
葦
倉
言
、
纂
㊧
霧
綾
讐
れ
、
「
廣
ク
古
食
姦
ノ
法
ヲ
講
窪
蕃
ノ
馨
．
愛
及
羨
婆
蓼

僚
例
ヲ
編
修
」
す
蕎
を
主
目
的
と
し
、
「
生
徒
ヲ
敬
授
」
す
る
は
從
鷲
る
戦
務
と
さ
れ
鴬
。
（
誌
二
）
か
や
）
な
職
責
を
有
す
る
明
法
寮
に

密
て
、
暴
窺
纂
さ
襲
の
錘
し
纂
の
彙
で
あ
多
。
こ
窮
法
毯
嚢
饗
箋
姦
示
す
る
蘂
婁
料
義
の
如

き
も
の
．
渾
あ
る
o

　
イ
　
磯
部
四
郎
談
（
詫
三
）

　
　
他
ノ
白
方
ニ
ハ
（
司
法
省
鴻
法
會
議
と
ほ
藝
O
章
－
－
手
塚
註
）
明
法
寮
一
一
ハ
楠
田
英
覚
君
ノ
長
富
ト
シ
テ
新
法
起
草
ノ
歩
ヲ
進
メ

　
行
ク
趣
向
テ
ア
リ
マ
シ
タ
。

　
ロ
井
上
正
一
談
（
註
酋
）

　
　
江
藤
司
法
蜘
ハ
（
中
略
）
佛
擬
人
ノ
ズ
嚢
ト
云
フ
人
二
若
シ
佛
翼
主
義
昌
鍵
ヒ
溝
律
ヲ
擬
定
シ
テ
嚢
布
シ
タ
斯
デ
ド
ウ
デ
ア
ラ
ウ
カ
、



却
テ
我
邦
人
艮
ノ
不
測
ノ
損
害
昌
ナ
ル
2
ト
ハ
ア
ル
マ
イ
カ
ト
尋
ネ
ラ
レ
タ
。
ブ
ス
ケ
氏
ハ
、
之
昌
鋤
シ
テ
決
シ
テ
サ
ウ
云
フ
御
心
配

　
ハ
無
イ
ノ
ヂ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
（
中
略
）
ト
答
ヘ
ク
。
江
藤
司
法
卿
ハ
弦
ニ
オ
イ
テ
大
二
安
心
セ
ラ
レ
去
ハ
ル
ル
昌
ハ
、
可
シ
我
先
ヅ
佛
國
民
法

ヲ
土
峯
ト
シ
テ
法
律
ヲ
制
定
シ
必
ズ
数
年
ヲ
出
ズ
シ
テ
之
ヲ
行
ハ
ム
ト
、
乃
チ
ブ
ス
ケ
氏
轟
昆
法
ノ
起
章
ヲ
託
セ
ラ
レ
タ
ノ
デ
ア
ル
。

　
氏
ハ
法
案
ヲ
起
草
シ
ツ
ツ
ア
ツ
ク
ガ
江
藤
君
ガ
参
議
昌
韓
ジ
尋
デ
征
韓
論
起
リ
タ
ル
昌
因
り
事
復
タ
中
止
昌
脇
シ
マ
シ
タ
。

　
ハ
　
楠
田
英
世
談
（
融
五
）

　
　
當
時
、
佛
國
人
に
て
ブ
ス
ケ
と
云
ふ
法
律
家
が
ゐ
ね
。
（
中
略
）
乃
公
は
此
の
プ
ス
ケ
の
お
蔭
で
法
律
家
と
な
つ
た
。
λ
中
略
）
さ
う
い

　
ふ
風
に
乃
公
の
顧
問
見
忙
様
に
し
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
噌
方
か
ら
ぱ
、
研
究
し
て
ゐ
て
か
ら
に
、
哺
方
か
ち
改
疋
し
て
か
か
る
と
い
ふ
の

　
だ
か
ら
面
白
い
。
そ
こ
で
着
手
順
序
が
ず
つ
か
り
出
來
ね
が
、
是
れ
皆
ブ
ス
ケ
の
議
案
で
あ
る
。
之
を
そ
の
ま
ま
に
乃
公
の
立
案
と
し

　
て
差
出
し
湘
の
サ
。

　
磯
部
と
井
上
は
共
に
、
明
治
五
年
八
月
第
輔
期
生
と
し
て
明
法
寮
法
學
校
に
入
學
せ
る
者
で
あ
り
、
楠
田
は
明
法
穰
頭
（
四
年
十
噸
月

任
、
當
時
明
法
頭
訣
員
）
と
し
て
明
法
寮
の
長
官
で
あ
つ
君
。
極
ぬ
て
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
彼
等
の
談
話
は
建
に
奪
い
。
そ
れ
に
も
と

づ
き
明
治
五
、
、
六
年
頃
、
明
法
寮
に
お
い
て
プ
ス
ヶ
起
草
の
民
法
草
案
が
作
成
さ
れ
つ
つ
あ
つ
江
と
云
ふ
推
定
は
な
さ
れ
て
ゐ
江
が
、
現

在
O
司
法
省
に
為
そ
れ
に
關
す
る
史
料
の
所
藏
を
鋏
き
、
詳
し
く
は
不
明
と
さ
れ
て
ゐ
鷲
．
、
（
註
六
）
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
忙
昭
和
二
十
嚇

年
、
石
井
博
士
の
貴
重
な
資
料
紹
介
が
行
は
れ
、
明
法
寮
案
二
種
類
の
存
在
が
確
認
さ
れ
鴛
の
で
あ
る
。
博
士
の
紹
介
さ
れ
お
の
は
「
皇

國
民
法
假
規
則
」
■
（
東
大
法
學
部
研
究
室
藏
）
と
「
明
法
寮
改
鵬
未
定
本
蔑
法
」
　
（
内
閣
文
庫
藏
）
で
あ
り
、
爾
者
共
第
一
毬
人
事
、
第

二
、
．
第
三
巻
財
塵
、
第
四
霧
乃
至
第
九
巻
契
約
の
諸
篇
よ
夢
域
る
が
、
爾
案
の
關
係
を
博
士
は
衣
の
如
も
考
誼
さ
れ
て
ゐ
る
。
（
霊
七
）

（
軸
）
本
草
案
（
皇
國
民
法
假
規
則
ー
…
手
塚
註
〉
は
千
百
五
十
六
條
よ
）
成
る
が
．
こ
の
中
第
二
雀
第
四
十
一
僚
以
下
は
改
劃
未
定
本

　
　
　
　
現
諮
初
年
の
民
法
車
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
（
三
五
九
）



　
　
　
　
輿
治
初
年
の
昆
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麟
八
　
　
　
（
三
六
〇
）

　
昆
法
と
全
然
同
一
で
あ
る
。
現
に
本
草
案
に
於
て
は
、
條
文
の
敏
字
が
第
千
九
十
九
條
よ
り
直
ち
に
第
二
千
條
に
飛
ん
で
ゐ
る
（
中
略
）

　
改
側
未
定
本
民
法
も
全
然
同
輔
の
過
誤
に
陥
っ
て
ゐ
る
。

（
二
）
右
の
事
實
は
爾
者
が
親
子
關
係
そ
有
す
る
こ
と
を
輔
慮
推
測
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
剛
方
が
「
改
副
」
と
呼
ぱ
れ
る
以
上
、

　
他
方
は
改
副
以
前
の
も
の
で
あ
ら
う
と
推
定
す
る
の
は
不
當
で
は
な
か
ら
う
。
而
し
て
こ
の
推
定
を
確
實
な
ら
し
む
る
の
は
、
皇
國
昆

　
法
假
規
則
ほ
第
一
雀
が
第
剛
條
よ
り
第
百
四
十
條
迄
を
牧
め
、
第
二
巻
は
そ
れ
以
下
部
ち
第
百
四
十
輔
條
以
下
を
牧
め
一
し
ゐ
る
の
に
反

　
し
、
改
側
未
定
本
に
あ
つ
て
は
、
第
噺
巻
に
第
一
條
よ
り
第
且
五
十
條
迄
を
牧
め
巻
に
拘
ぱ
ら
す
、
第
二
巻
が
假
規
則
と
向
じ
代
第
百

　
四
十
桶
條
よ
り
始
ま
る
事
之
で
あ
る
α
こ
の
事
實
は
、
初
め
皇
國
民
法
規
則
が
作
ら
れ
、
之
が
改
定
に
當
つ
て
第
轍
巻
だ
け
が
改
刎
さ

　
　
　
　
　
　
　
ぽ

　
れ
て
（
中
略
）
第
二
巷
以
後
に
及
ば
な
か
つ
た
が
故
に
、
生
じ
仁
と
云
ふ
よ
り
外
に
論
明
の
方
法
は
な
い
で
あ
ら
う
。

　
博
士
の
断
定
は
恐
ら
く
愛
當
な
解
繹
艶
あ
ら
う
噂
爾
者
共
に
民
法
全
部
の
草
案
と
し
て
我
國
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
貴
重
な
丈
献
と
嚢

は
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
博
士
は
爾
草
案
の
全
交
嚢
表
を
他
潤
に
期
し
七
居
ら
れ
る
が
、
私
が
去
る
昭
和
十
九
年
、
前
掲
「
明
治
初
年
の
民
法
編

纂
」
中
に
嚢
表
し
江
「
民
法
、
人
事
篇
」
全
百
四
十
條
こ
そ
は
、
こ
の
「
皇
國
民
法
假
規
則
」
の
第
輔
巻
人
事
篇
に
該
當
す
る
も
の
で
あ

っ
忙
と
考
へ
ら
れ
蚤
。
當
時
、
私
は
「
民
法
、
人
事
篇
」
を
明
法
寮
案
と
は
思
は
す
、
司
法
省
罠
法
會
議
の
所
産
で
あ
る
と
制
断
し
、
殊

に
そ
の
内
容
中
に
「
排
務
使
」
の
文
字
が
散
見
す
る
こ
と
よ
り
し
て
、
江
藤
の
司
法
卿
就
任
後
（
明
治
五
年
四
月
二
十
五
日
）
緋
務
使
慶

止
の
同
年
＋
月
十
四
日
（
註
八
y
ま
で
に
作
成
さ
れ
仁
も
の
と
推
定
し
仁
の
で
あ
る
。
私
は
「
皇
鴎
民
法
假
規
則
」
を
見
る
機
會
を
有
せ

す
、
「
民
法
、
人
事
篇
」
と
封
照
す
る
こ
と
が
禺
來
嫁
い
の
で
、
確
言
を
避
け
る
が
、
爾
者
が
共
に
百
四
十
條
の
人
事
篇
で
あ
る
こ
と
は
、

同
m
草
案
か
若
し
く
は
何
れ
か
の
訂
正
案
で
あ
る
と
考
へ
て
阻
蓮
ひ
な
か
ら
う
。

　
次
に
明
法
寮
草
案
成
立
の
時
期
及
び
同
草
案
と
司
法
省
畏
法
會
議
と
の
關
係
を
考
察
し
忙
い
。
石
井
博
士
は
こ
の
黙
に
關
し
て
は
詳
論



さ
れ
て
居
ら
す
、
僅
か
に
、
江
藤
は
「
司
法
卿
に
韓
じ
仁
の
で
、
爾
後
彼
の
民
弦
編
纂
事
業
は
司
法
省
に
於
て
行
は
れ
る
事
に
喀
つ
忙
。

而
し
て
、
彼
は
先
づ
明
法
寮
を
し
て
之
が
原
案
を
作
成
せ
し
め
る
事
と
し
鴨
。
」
（
謡
九
ζ
江
藤
は
明
法
寮
の
改
側
未
定
本
民
法
を
土
亮
と

し
て
、
民
法
典
編
籍
華
詫
」
が
、
何
故
か
提
出
さ
れ
る
に
至
争
、
民
法
會
議
で
は
、
「
ブ
ス
ケ
蛮
量
し
左
「
鞍
撰

則
を
討
議
脱
稿
し
お
」
と
云
は
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
（
註
＋
）
星
野
教
授
も
ま
仁
「
民
法
會
議
提
出
の
江
め
の
療
案
が
、
法
律
調
査
府
☆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

る
明
法
寮
に
お
い
て
も
五
年
來
」
「
編
纂
さ
れ
つ
つ
あ
つ
鴨
」
と
推
定
さ
れ
t
こ
と
が
あ
つ
忙
。
（
註
＋
一
）
し
か
し
、
私
は
明
法
寮
草
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ノ

が
民
法
會
議
の
忙
め
の
原
案
と
し
て
作
ら
れ
仁
と
の
見
解
に
は
賛
成
し
難
い
。
私
は
次
の
理
由
に
よ
り
、
明
法
寮
と
昆
法
會
議
と
は
並
列

的．

に
そ
の
事
業
を
途
行
し
て
ゐ
仁
も
の
と
剰
断
す
る
。

　
a
　
明
法
寮
は
司
法
省
内
に
於
て
も
外
局
的
存
在
で
あ
り
、
本
省
と
は
別
に
編
纂
事
業
を
行
つ
江
こ
と
が
、
充
分
考
へ
ら
れ
る
こ
と
。

　
b
　
若
し
明
法
寮
案
が
、
民
法
會
議
提
出
の
忙
め
の
原
案
で
あ
つ
t
と
す
る
な
ら
ぱ
、
前
述
せ
る
十
月
三
十
日
以
後
の
會
議
に
於
て
、

　
　
當
時
朗
に
完
成
し
て
ゐ
江
と
思
は
れ
る
「
民
法
酒
人
事
篇
」
が
論
議
さ
れ
t
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
前
述
の
如
’
、
、
同
會
議
で
は
箕

　
　
作
謬
佛
民
法
人
事
篇
が
董
本
と
し
て
使
用
さ
れ
、
明
法
寮
案
を
楡
討
し
忙
形
跡
を
見
出
し
得
な
い
。

　
c
　
明
法
寮
案
は
、
石
井
博
士
の
前
蓮
の
読
明
の
如
く
千
二
百
條
に
及
ぶ
大
法
典
で
あ
つ
江
こ
と
は
、
そ
の
編
纂
に
相
當
O
期
間
老
要

　
　
し
江
で
あ
ら
う
。
假
に
そ
の
開
始
時
期
を
、
同
年
八
月
の
明
法
寮
改
組
の
日
か
ら
と
す
れ
ぽ
、
少
く
と
も
十
月
三
十
日
以
前
即
ち
三

　
　
ケ
月
足
ら
す
で
全
部
が
完
成
し
忙
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ぱ
、
そ
の
事
業
は
、
民
法
會
議
と
並
行
し
て
行
は
れ
て
ゐ
牝
も
の

　
　
と
制
断
出
來
る
。
勿
論
、
そ
の
絡
期
に
就
い
て
の
輕
卒
な
断
定
は
控
へ
仁
い
が
．
前
掲
井
上
談
話
が
、
ブ
ス
ケ
の
編
纂
事
業
は
（
萌

　
　
法
寮
案
）
江
藤
の
司
法
獅
辮
任
の
頃
（
六
年
四
月
）
ま
で
績
い
お
と
す
る
事
が
、
輔
磨
注
意
ざ
る
ぺ
き
で
あ
ら
う
。
（
註
＋
二
）

　
d
　
前
掲
磯
部
談
話
が
、
明
ら
か
に
「
他
ノ
一
方
ニ
ハ
云
々
」
と
云
ひ
、
明
法
寮
D
事
業
は
本
省
側
と
秘
で
あ
つ
忙
．
）
と
を
曙
示
し
～

　
　
　
　
明
治
初
年
の
民
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
（
三
六
一
）



　
　
　
　
　
輿
治
初
年
の
民
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
　
　
（
釜
六
二
）

　
　
ゐ
る
の
は
、
－
以
上
の
私
の
見
解
に
封
す
る
有
力
な
支
謹
と
な
る
で
あ
ら
う
。

　
も
つ
と
も
、
明
法
寮
案
は
、
最
初
は
民
法
會
議
提
出
案
と
し
て
作
成
さ
れ
沈
が
、
そ
の
輔
部
完
成
の
草
案
が
司
法
省
側
の
浦
足
セ
得
る

に
冨
ら
す
、
（
コ
民
法
、
人
事
篇
」
は
甚
し
く
簡
略
な
草
案
で
あ
る
）
そ
れ
が
忙
め
當
初
の
豫
定
を
攣
更
し
、
十
月
三
十
日
よ
り
改
め
て
本

省
側
で
は
、
箕
作
課
佛
民
法
中
心
の
會
議
を
行
つ
忙
も
の
と
推
定
す
る
余
地
は
あ
ら
う
。

　
次
に
石
井
薄
士
は
「
明
法
寮
」
「
草
案
は
爾
者
共
少
ぐ
と
も
そ
の
原
案
は
プ
ス
ケ
の
手
に
成
つ
忙
も
の
」
（
識
士
ご
と
云
は
れ
る
が
、

勿
諭
、
異
諭
は
な
い
。
レ
か
し
、
「
民
法
、
人
事
篇
」
の
内
容
を
検
討
す
る
に
、
翠
北
佛
毘
法
の
模
倣
の
み
で
は
な
4
、
我
が
國
の
奮
慣

を
参
照
せ
為
幾
多
の
條
文
が
附
加
さ
轟
て
ゐ
る
む
に
氣
が
附
く
。
こ
の
こ
と
は
少
く
と
も
確
定
案
の
作
成
に
當
つ
て
は
、
日
本
人
の
援

助
、
協
力
が
行
は
れ
牝
む
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
．
明
治
五
年
二
月
に
楽
朝
し
、
我
國
の
風
脅
に
は
全
く
通
じ
な
か
つ
忙
で
あ
ら
う
佛
人
ブ
ス

ケ
を
接
け
、
我
國
最
初
の
完
成
民
法
草
案
を
作
成
せ
る
日
本
人
の
氏
名
こ
そ
、
私
が
最
も
知
り
鴨
“
も
の
で
あ
る
。

（
識
一
）

（
註
二
）

（
讐
輔
囎
）

（
蝕
四
）

（
畦
五
）

（
蝕
六
）

（
註
七
）

（
駐
、
八
）

（
註
九
℃
註
＋
）

　
法
規
分
類
大
全
官
職
門
（
司
法
省
）
七
六
頁
参
照
O

　
前
掲
春
『
七
八
頁
滲
照
o

　
磯
部
四
郎
檸
士
『
民
法
編
纂
の
由
來
に
翻
す
る
記
憶
談
」
（
法
學
協
會
雑
誌
第
三
＋
八
巻
第
八
凱
）
一
五
一
頁
参
照
。

　弁

上
盃
一
’
博
士
「
佛
國
民
法
ノ
我
國
昌
及
ボ
シ
タ
ル
影
。
響
」
（
佛
蘭
西
民
法
百
年
記
念
論
集
）
五
七
頁
ー
五
八
頁
参
照
。

　
「
明
治
大
鑑
牛
百
年
記
念
凱
」
（
日
本
及
日
本
人
、
大
距
六
年
九
月
膿
）
四
一
頁
参
照
。

　
拙
著
『
明
治
初
年
の
民
法
編
纂
」
に
於
て
は
、
後
揚
「
プ
ス
ケ
案
と
揚
し
き
臨
片
」
を
明
法
寮
案
の
断
片
と
判
定
し
た
こ
と
が
あ
る
o

書
三
九
頁
以
下
、
八
二
寛
以
下
）

　
石
井
博
士
前
掲
「
民
法
典
の
編
纂
」
七
七
頁
ー
七
八
頁
参
照
o

　
拙
警
前
揚
嘗
六
三
頁
滲
昭
…
O

　
　
　
　
石
井
博
士
前
揚
「
畏
法
典
の
編
纂
一
七
五
員
、
七
九
頁
多
照
o

（
同



（
註
＋
一
）

（
註
＋
二
）

（
舳
＋
三
）

星
野
激
授
前
揚
，
門
明
治
民
法
編
纂
史
研
究
一
二
三
頁
滲
照
o

私
は
前
掲
拙
著
に
於
て
、
明
法
寮
の
事
業
は
五
年
＋
月
七
圓
楠
田
の
民
法
會
議
出
席
と
共
に
解
潰
し
た
も
の
と
推
定
し
た
が
、
こ
の
見
解

は
撤
回
し
お
い
o
（
同
書
四
〇
頁
参
照
）

　石

井
博
士
前
揚
廟
民
法
典
の
編
纂
一
七
九
頁
参
照
。

ニ
　
プ
ス
ケ
案
と
畳
し
き
断
片

　
既
に
述
ぺ
た
如
く
、
慶
慮
義
塾
圏
書
館
所
藏
の
箕
作
課
佛
昆
法
書
入
本
は
司
法
省
昆
法
會
議
（
五
年
＋
月
三
十
日
！
六
年
七
月
三
日
）

の
経
過
を
徳
へ
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
婚
姻
護
書
の
部
分
の
み
は
、
討
議
の
蔓
本
と
し
て
箕
作
謬
本
を
使
用
せ
す
↓
此
章

ハ
別
轟
ジ
プ
ス
ケ
氏
の
抄
謬
書
ア
リ
チ
協
議
ア
リ
」
と
註
記
し
、
別
に
「
ジ
ブ
ス
ケ
氏
抄
認
書
」
と
題
す
る
司
法
省
八
行
罫
紙
三
枚
の
草

稿
が
、
謹
本
中
に
綴
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
こ
の
部
分
は
六
年
圏
月
八
旧
、
＋
日
の
爾
日
に
審
議
が
行
は
れ
、
更
に
同
月
十
五
日

に
覆
詳
さ
れ
て
若
干
の
修
正
増
補
が
加
へ
ら
れ
沈
。
こ
の
訂
正
文
案
は
、
砥
と
ん
雷
そ
の
ま
ま
刊
本
「
民
法
優
法
則
」
（
第
四
十
一
僚
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

；
第
四
十
八
條
〉
に
編
入
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
稿
本
を
私
は
ブ
ス
ケ
起
草
案
と
推
定
す
す
の
で
あ
み
が
、
そ
の
理
由
改
の
如
し
．

　
a
　
「
少
ブ
ス
ケ
民
抄
課
書
」
と
あ
る
は
、
ヂ
ポ
・
ブ
ス
ゲ
L
（
ご
＝
ぎ
露
奉
酔
）
が
、
侮
等
か
の
原
案
を
日
本
語
に
謁
）
た
も
の
に
蓮

　
　
ひ
な
い
が
、
日
本
語
が
極
め
て
堪
能
で
あ
り
、
讃
み
書
き
自
由
で
あ
つ
江
彼
が
、
當
時
左
続
御
雇
外
人
と
し
て
重
賓
さ
れ
て
ゐ
牝
こ

　
　
と
は
著
名
の
事
實
で
あ
る
。
彼
は
恐
ら
く
ブ
ス
ケ
の
遽
謬
と
し
て
民
法
會
議
に
爵
席
し
＃
の
で
あ
り
、
從
つ
て
披
が
諜
し
忙
原
丈
は

　
　
佛
蘭
西
語
の
も
の
で
あ
つ
湘
こ
と
が
わ
》
る
。

　
b
　
こ
の
稿
本
の
條
数
は
五
十
四
篠
よ
参
六
十
一
條
ま
で
あ
り
、
何
等
か
の
民
法
草
案
の
翫
片
で
あ
る
こ
と
絵
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ

　
　
の
條
数
、
内
容
は
佛
民
法
と
は
異
な
る
。
麹
ち
日
本
民
法
草
案
と
し
て
佛
薦
西
語
で
書
か
れ
舞
も
の
の
一
部
と
推
定
さ
れ
る
。
（
蝕
一
）

　
　
　
　
　
朗
”
一
治
初
年
の
民
法
曲
皐
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
　
　
　
（
導
六
憲
）



　
　
　
　
明
治
初
年
の
民
法
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
　
（
冒
ニ
ヘ
四
）

　
c
　
若
し
、
さ
う
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
來
朝
以
前
の
我
が
司
法
省
に
於
て
、
ブ
ス
ケ
（
O
●
野
養
2
9
）
を
除
い
て
ぱ
そ

　
　
O
起
草
者
を
求
め
難
い
。
特
に
彼
は
民
法
會
議
の
参
加
者
で
も
あ
つ
江
の
で
あ
る
。

　
以
上
α
理
由
に
よ
り
、
私
は
こ
の
稿
本
こ
そ
、
ブ
ス
ケ
起
草
の
民
法
草
案
を
、
ヂ
ニ
・
プ
ス
ケ
が
日
本
語
に
諜
し
ね
も
の
の
断
片
と
判

箭
す
る
の
で
あ
る
o

　
し
か
ら
ば
、
こ
の
プ
ス
ヶ
案
と
明
法
寮
案
と
の
關
係
は
如
何
。
こ
れ
に
關
し
て
は
二
つ
の
推
定
が
成
り
立
つ
。

　
a
　
こ
の
プ
ス
ケ
案
は
、
彼
が
明
法
寮
に
於
て
作
成
し
た
も
D
で
あ
る
と
假
定
す
る
な
ら
ぱ
州
明
法
寮
案
と
し
て
、
石
井
博
士
嚢
表
の

　
　
二
案
以
外
に
も
う
醐
種
「
ブ
ス
ヶ
案
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
二
案
は
．
或
絃
明
法
寮
の
日
本
人
委
員
の
み
の
手
に
成
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
ブ
ス
ケ
、
が
直
接
起
草
し
鴛
も
の
は
、
私
の
所
謂
「
プ
ス
ヶ
案
」
の
み
で
あ
つ
仁
か
も
知
れ
な
い
。

　
b
　
こ
の
「
プ
ス
グ
案
」
は
、
民
法
會
議
に
於
て
審
議
上
の
何
等
か
の
理
由
に
て
、
ブ
ス
ク
に
命
じ
て
作
成
さ
せ
江
別
案
で
あ
つ
忙
と

　
　
も
考
へ
む
れ
胤
。
重
石
井
博
士
の
明
法
寮
案
の
原
策
が
、
ブ
ス
ケ
の
手
に
成
る
も
の
と
す
る
と
、
彼
は
明
法
寮
案
及
び
民
法
會
議
用
の

　
　
原
案
と
、
二
つ
○
異
な
つ
九
草
案
を
作
成
し
喪
二
と
に
な
る
。

　
侮
れ
の
推
定
が
正
し
い
か
は
、
輕
々
に
断
定
し
難
い
が
、
私
は
寧
ろ
後
者
の
推
定
を
眞
相
に
近
い
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
。
前
遠
の
如

く
、
石
井
博
士
嚢
表
の
「
皇
國
驚
法
假
規
則
」
及
び
「
改
鯛
表
定
本
民
法
」
共
に
、
ブ
ス
ケ
起
草
の
第
幅
次
原
案
を
、
日
本
人
委
員
が
か

な
り
D
麗
度
に
ま
で
潤
色
し
ね
も
O
と
恩
は
れ
る
が
、
こ
の
「
ブ
ス
ヶ
案
｝
の
断
片
は
、
ブ
ス
ケ
起
草
の
そ
の
ま
ま
の
案
で
あ
る
こ
と
に

注
目
し
な
3
れ
ば
な
ら
戯
。
勿
論
、
そ
れ
な
涯
ば
こ
そ
、
臨
片
を
題
じ
て
察
せ
ら
れ
る
全
諺
O
内
容
は
、
佛
民
法
D
翠
純
な
模
爲
の
軽
凌

を
出
で
す
、
内
容
的
に
は
他
の
草
案
と
比
茨
し
て
必
ず
し
も
優
れ
鴛
む
の
と
は
云
へ
な
い
ボ
、
し
か
し
、
明
治
勅
年
の
民
法
草
案
中
に
新

し
い
噛
種
を
加
ふ
る
意
義
は
、
充
分
こ
れ
を
認
む
べ
き
で
あ
ら
う
。



　
私
の
拙
き
本
稿
の
紹
介
が
契
機
と
な
り
、
ブ
ス
ケ
案
を
巡
る
新
し
い
資
料
の
出
現
を
招
來
し
、
さ
ら
に
司
法
省
民
法
會
議
、
明
法
寮
民

法
編
纂
事
業
の
諸
事
情
が
、
輔
段
と
明
確
化
す
る
日
が
あ
る
な
ら
ぼ
、
私
と
し
て
は
望
外
の
倖
せ
で
あ
る
。

　
　
（
融
一
）
　
勿
論
、
プ
ス
ケ
案
が
如
何
な
る
範
園
に
ま
で
完
成
し
た
か
は
わ
か
ら
な
峯
、
恐
ら
く
部
分
的
の
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。

　
　
（
後
註
）
　
ブ
ス
ケ
（
Ω
8
縄
①
o
O
6
呂
呂
9
評
）
は
」
從
來
、
ヂ
ユ
・
ブ
ス
ケ
と
岡
一
人
物
と
し
て
贋
々
問
違
へ
ら
れ
る
程
、
世
に
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
し
か
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
馨
ド
來
朝
以
前
、
我
が
司
法
省
に
於
け
る
唯
一
の
佛
人
法
律
家
と
し
て
彼
の
果
し
た
役
割
は
、
明
治
法
創
史
上
忘
る
。
～
か

　
　
　
　
　
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
彼
は
明
治
五
年
二
月
＋
五
日
よ
り
三
ケ
年
の
契
約
に
て
來
朝
、
同
年
七
月
、
開
法
寮
法
律
學
校
が
開
か
れ
る
や
、
彼
は

　
　
　
　
　
唯
一
の
怯
律
學
教
飯
と
し
て
學
座
ρ
摺
導
に
賞
つ
た
。
來
朝
前
は
バ
リ
ー
腔
訴
院
霧
護
士
で
あ
つ
た
と
の
こ
と
噂
あ
る
。
時
に
プ
ス
ケ
年
二
＋

　
　
　
　
　
七
歳
と
云
ぷ
。
彼
の
薫
陶
を
享
け
た
學
坐
か
ら
は
、
井
上
正
一
，
熊
野
敏
三
，
磯
部
四
郎
，
栗
塚
省
吾
、
岸
本
辰
雄
，
加
太
邦
憲
、
移
村
虎
て

　
　
　
　
　
商
木
豊
三
等
、
後
年
明
流
法
曹
界
の
亘
星
と
な
つ
た
人
々
を
輩
出
し
亡
ゐ
る
。
明
法
寮
の
法
律
教
育
に
從
事
す
る
の
み
な
ら
ず
唱
．
諸
法
律
案
の

　
　
　
　
　
起
草
、
助
書
に
も
歩
奥
し
、
彼
が
、
近
代
的
司
法
制
度
の
建
設
に
姦
し
た
功
讃
は
大
き
い
。
明
治
八
隼
三
月
、
更
に
契
約
期
問
を
一
ケ
年
延
畏

　
　
　
　
　
し
、
九
年
五
”
、
麟
國
し
た
o
彼
が
舅
法
寮
獲
於
て
行
へ
る
講
義
の
一
部
は
佛
國
商
法
講
義
（
黒
川
誠
一
郎
鐸
恥
明
治
八
年
版
、
十
四
年
版
）

　
　
　
　
　
と
し
て
残
さ
れ
て
ゐ
る
。
蕗
國
後
の
動
静
は
、
明
治
三
＋
三
年
風
、
佛
國
關
税
局
長
で
あ
つ
た
こ
と
が
判
明
し
て
ゐ
る
に
邉
ぎ
な
い
。
荷
詳
し

　
　
　
　
　
く
は
拙
稿
前
掲
「
開
治
法
鋼
史
上
に
於
け
る
プ
ス
ケ
と
ヂ
ユ
。
プ
ス
ケ
」
多
照
。

プ
ス
ケ
案
の
断
片
と
畳
し
き
原
文

（
前
註
）

　
「
原
丈
中
朱
筆
に
て
抹
澗
し
た
る
部
分
緯
F
U
心
を
陽
し
た
。

　
二
、
原
丈
に
は
、
朱
筆
に
て
邉
卸
蒼
し
く
は
訂
正
の
文
言
が
、
行
問
に
書
き
込
ま
れ
て
ゐ
る
が
薯
即
溺
の
便
宜
上
、
朱
筆
の
蔀
分
は
（
　
）
を
以

　
　
て
園
み
、
本
丈
に
紐
み
入
れ
鳶
〇

　
三
驚
右
二
項
の
訂
五
獄
勤
民
法
會
議
の
審
議
の
結
果
を
意
味
す
る
。
從
つ
て
ヂ
ユ
・
ブ
ス
ケ
諺
丈
の
原
丈
は
、
か
と
る
訂
正
を
除
い
た
丈
章
が
そ
れ

　
　
に
當
る
。

明
治
初
年
の
民
法
草
案

一
三

（
三
六
五
）



　
　
　
　
明
治
初
年
の
民
法
・
草
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
　
　
（
三
六
六
）

　
調
”
潰
六
年
嘲
月
瓜
日
　
既
童
去
別
ニ
グ
ブ
ス
ケ
氏
ノ
抄
謬
薯
　
ア
”
テ
協
議
ア
リ

　
　
手
塚
註
薄
右
は
佛
艮
法
書
入
本
箪
三
章
婚
姻
謹
書
の
箇
所
k
朱
筆
書
込

以
下
綴
込
ま
れ
た
る
文
書
の
全
文
（
手
塚
謹
）

　
　
　
　
　
　
　
。
．
ン
プ
え
ケ
氏
抄
纏
書
（
朱
書
、
手
塚
融
）

　
明
治
六
年
輔
月
十
五
日
昌
覆
詳
ア
リ
　
五
十
四
條
ヨ
リ
六
卜
一
條
マ
テ
（
朱
書
欄
外
、
手
塚
註
）

　
　
　
　
　
　
　
第
ミ
章
　
婚
姻
置
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
や

第
磁
十
四
條
婚
姻
ヲ
行
フ
ノ
前
‘
ソ
ノ
届
書
ヲ
輔
箇
ノ
簿
珊
二
記
ス
ヘ
シ
既
簿
珊
ハ
右
ノ
爲
戸
長
ノ
記
ス
ル
駈
ノ
者
ニ
シ
テ
各
年
ノ
終
リ
毎
二
之
ヲ
府

舞所

区
（
善
詑
局
へ
）
藏
た
シ

　
右
ノ
屈
書
ヘ
ハ
夫
嬬
ト
ナ
ラ
ン
ト
ス
ル
男
女
の
姓
名
職
業
佳
所
其
丁
年
或
ハ
幼
年
ナ
ル
コ
ト
及
セ
英
父
母
ノ
姓
名
職
秦
住
所
ヲ
そ
記
ス
ヘ
シ

第
竃
十
竃
條
　
右
屑
書
ノ
篤
｝
通
リ
ヲ
作
り
十
日
間
之
ヲ
戸
長
役
所
二
貼
附
シ
公
告
ス
ヘ
シ
此
篤
書
ヘ
ハ
之
ヲ
貼
附
セ
シ
日
限
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
婚
姻
ハ
右
十
日
ヲ
歴
サ
レ
ハ
之
ヲ
行
フ
ヘ
カ
ラ
ス
但
シ
右
篇
書
ヲ
貼
附
セ
シ
日
ハ
．
算
セ
ス

第
竃
十
六
條
若
シ
右
ノ
公
告
ノ
爲
メ
定
メ
タ
ル
十
日
ノ
時
聞
維
サ
シ
後
一
年
内
昌
婚
姻
ヲ
行
ハ
サ
ル
時
ハ
前
條
晶
記
載
シ
タ
ル
法
式
ヲ
以
テ
更
昌
公
告

　
ヲ
爲
サ
サ
レ
ハ
婚
姻
ヲ
行
フ
ヘ
カ
ラ
ス

第
五
十
七
慷
戸
長
ハ
夫
婦
ト
ナ
ラ
ン
ト
ス
ル
男
女
ヨ
リ
各
函
出
垂
図
語
書
（
ノ
公
露
）
ヲ
出
サ
シ
ム
ヘ
シ
但
シ
此
法
律
ノ
頭
密
ノ
前
‘
生
レ
シ
者
昌
付

　
テ
ハ
戸
長
ハ
第
條
二
記
ス
ル
所
二
随
テ
作
リ
タ
ル
鐙
書
（
ノ
公
篇
）
ヲ
出
サ
弘
ム
ヘ
■
シ

　
夫
鑑
ノ
丙
出
豊
辺
鐙
書
（
ノ
公
窩
）
勿
出
ス
ヲ
得
サ
ル
者
ハ
己
ノ
生
レ
シ
地
或
ハ
住
勝
ア
ル
地
ノ
匿
裁
判
所
ノ
所
長
（
ヨ
リ
）
渡
シ
タ
ル
身
元
詮
書
ヲ

　
”
以
テ
ナ
圏
二
代
フ
ル
ヲ
得
ヘ
シ

第
五
十
入
條
身
元
ノ
冠
書
．
二
男
叉
ハ
女
タ
ル
事
及
ヒ
血
局
叉
ハ
血
馬
ナ
ラ
サ
ル
事
ヲ
問
ハ
ス
鐙
入
七
人
ヲ
用
ヒ
英
置
入
ノ
陳
述
ス
ル
所
ト
婚
籔
ヲ
行

　
フ
可
キ
者
ノ
姓
名
職
案
住
所
及
ビ
知
ル
響
ト
ヲ
得
可
キ
時
ハ
其
父
母
ノ
姓
名
職
業
佳
斬
且
婚
麺
ヲ
行
フ
可
キ
者
ノ
鐡
産
ノ
地
及
ヒ
却
ル
ヲ
得
可
キ
昌
於

　
ハ
テ
其
出
産
ノ
時
・
、
出
産
ノ
謹
書
ヲ
出
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ノ
原
由
ト
昌
至
ル
迄
ヲ
記
載
ス
可
シ

　
共
鐙
人
ハ
属
裁
鍔
所
ノ
裁
到
役
ト
共
晶
英
身
元
ノ
謹
書
二
其
姓
名
ヲ
手
署
ス
可
シ
若
シ
其
鐙
入
昌
姓
名
ヲ
手
署
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
或
ハ
姓
名
ヲ
手
署
ス

　
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
者
ア
ル
時
ハ
甘
沢
事
由
ヲ
融
甜
載
ス
可
シ



ハ
は
　
ナ
ロ
ロ

釜
＋
九
條
砥
郵
所
ノ
農
ハ
願
委
ル
叢
ハ
葵
婁
ソ
ノ
崖
ノ
護
嚢
堺
喫
ル
嬰
讐
之
義
嬰
♀
馨
ヲ
出
ス
＝
ト
能
ハ

サ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
精
密
．
n
取
調
ヘ
シ
後
ナ
ラ
テ
ハ
身
元
鐙
書
ツ
渡
ス
ヘ
カ
ラ
ス

肇
（
＋
條
婚
姻
ハ
鳶
ノ
史
人
ノ
饒
ア
ル
圏
（
地
）
褒
芝
ヲ
行
フ
ヘ
文
但
シ
六
蒼
望
聾
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